
（2） 2012.　3.　1凡例　対対象　日日時　場会場　内内容　講講師　定定員　費費用　申申し込み　問問い合わせ

　
町
田
市
農
業
祭
農
産
物
品
評
会

及
び
営
農
技
術
競
技
会
で
、
最
優

秀
賞
・
優
秀
賞
な
ど
の
成
績
を
収

め
た
市
内
農
家
の
皆
さ
ん
へ
、
１

月
　
日
に
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

３０
で
表
彰
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
受
賞
者
は
次
の
方
々
で
す

（
敬
称
略
、
カ
ッ
コ
内
は
対
象
の

品
目
）。

○
東
京
都
知
事
賞
　
鎌
田
勝
（
ハ

ク
サ
イ
）、
横
田
竜
雄
（
イ
ッ
サ

イ
ユ
ズ
）、
老
沼
幸
彦
（
立
毛
ホ

ウ
レ
ン
ソ
ウ
）　

○
町
田
市
長
賞
　
森
和
幸
（
シ
イ

タ
ケ
）、
牧
野
常
隆
（
コ
ウ
ヤ
マ

キ
）、
河
原
弘
（
立
毛
ハ
ウ
ス
ト

マ
ト
）、
北
島
隆
（
乳
牛
）

○
町
田
市
議
会
議
長
賞
　
安
藤
裕

（
キ
ャ
ベ
ツ
）、
渡
邉
俊
之
（
ト
キ

ワ
マ
ン
サ
ク
）、
森
政
男
（
立
毛

ナ
ス
）

問
町
田
市
農
業
振
興
課
辺辺
７
２
４

・
２
１
６
６
返
７
２
４
・
１
１
８

６
、
Ｊ
Ａ
町
田
市
経
済
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
課
辺辺
７
９
２
・
６
１
１

１
返
７
９
２
・
６
１
１
６

襖
鴬

横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横

農業祭の
優秀賞を表彰
農業祭の
優秀賞を表彰

第38回第38回農
業
研
修
修
了
式

農
業
研
修
修
了
式

　
２
月
４
日
に
市
役
所
森
野
分
庁

舎
で
、
２
年
間
の
農
業
研
修
を
終

え
た
第
１
期
研
修
生
の
修
了
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。　

　
こ
の
研
修
は
、
２
０
１
０
年
４

月
に
開
講
し
た
も
の
で
、
自
ら
耕

作
で
き
る
技
術
を
持
っ
た
人
材
を

養
成
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
ま

す
。
　
修
了
生
の
皆
さ
ん
は
、
農
場
で

の
栽
培
実
習
や
援
農
実
習
な
ど
の

研
修
を
通
し
て
、
農
に
携
わ
る
こ

と
へ
の
楽
し
さ
や
難
し
さ
な
ど
多

く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
都
市

化
の
進
行
や
担
い
手
の
減
少
な

ど
、
都
市
農
業
の
厳
し
い
状
況
が

続
い
て
い
る
な
か
、
今
後
は
町
田

の
農
家
や
農
業
を
支
援
し
担
っ
て

い
く
人
材
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
４
月
か
ら
は
第
３

やさしさが　走るこの街　この道路

第15回町田市民
交通安全の集い
第15回町田市民
交通安全の集い
第15回町田市民
交通安全の集い

はし まち どうろ

　
昨
年
、
市
内
の
交
通
事
故
死
亡

者
数
は
６
人
、
交
通
事
故
負
傷
者

数
は
１
７
６
６
人
で
し
た
。
町
田

市
の
人
口
で
換
算
す
る
と
、
お
よ

そ
２
４
０
人
に
１
人
が
交
通
事
故

に
遭
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
交
通
事

故
を
１
件
で
も
な
く
す
た
め
、
町

田
・
南
大
沢
交
通
安
全
協
会
や
町

田
・
南
大
沢
警
察
署
、
町
田
市
等

の
関
係
機
関
や
団
体
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
交
通
安
全
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
町
田
を
交
通
事
故
の
な
い
、
明

る
く
安
全
な
街
に
す
る
た
め
に
、

「
第
　
回
町
田
市
民
交
通
安
全
の

１５
集
い
」
を
開
催
し
、
交
通
安
全
意

識
の
高
揚
を
広
く
呼
び
か
け
ま

す
。
中
学
生
の
演
劇
や
歌
謡
シ
ョ

ー
な
ど
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
も
お

楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
３
月
　
日
（
祝
）
午
後
２
時
～

２０

４
時
（
午
後
１
時
開
場
）

場
町
田
市
民
ホ
ー
ル

内
式
典
、
交
通
安
全
寸
劇
（
小
山

田
中
学
校
演
劇
部
）、
原
一
平
の

交
通
安
全
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
、
古
都

清
乃
ミ
ニ
歌
謡
シ
ョ
ー

問
交
通
安
全
課
辺辺
７
２
４
・
１
１

３
６
返
７
２
４
・
１
１
４
６

襖
鴬

横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横

襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横

町
田
市
食
品
衛
生

監
視
指
導
計
画（
案
）

ご意見を
お寄せ下さい

２
０
１
２
年
度

　
市
で
は
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く

食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
を
策
定

し
ま
す
。
こ
の
計
画
は
来
年
度
の

市
内
に
お
け
る
飲
食
店
や
食
品
販

売
店
、
給
食
施
設
等
へ
の
食
品
衛

生
監
視
指
導
の
実
施
計
画
で
す
。

　
こ
の
度
そ
の
案
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間
３
月
５
日
（
月
）
～
　１９

日
（
月
）

提
出
方
法
住
所
・
氏
名
（
団
体
名
）

・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
郵
送
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
町
田
市
保
健
所
生

活
衛
生
課
（
〒
　
―
０
０
２
１
、

１９４

中
町
２
―
　
―
３
、
返
７
２
２
・

１３

３
２
４
９
）
へ
。

※
資
料
は
生
活
衛
生
課
で
配
布
し

て
い
ま
す
。
ま
た
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
生
活
衛
生
課
辺辺
７
２
２
・
７
２

５
４

襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

襖
鴬

横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横

申
告
は

申
告
は

申
告
はお

済
み
で
す
か

お
済
み
で
す
か

お
済
み
で
す
か

 　
申
告
書
の
提
出
期
限
は
３
月
　１５

市市
・・
都
民
都
民
税税
、、
所
得
所
得

税
、贈
与
税
、事
業

税
、贈
与
税
、事
業
税税

日
で
す
。
期
限
間
近
は
窓
口
が
大

変
混
雑
し
ま
す
。
お
早
め
に
提
出

し
て
下
さ
い
。

問
市
・
都
民
税
＝
市
役
所
市
民
税

課
（
辺辺
７
２
４
・
２
１
１
７
、
２

１
１
５
、
２
１
１
４
）、
所
得
税
、

贈
与
税
、
消
費
税
の
確
定
申
告
＝

町
田
税
務
署
（
辺辺
７
２
８
・
７
２

１
１
）、
事
業
税
＝
八
王
子
都
税

事
務
所
個
人
事
業
税
係
（
辺辺
０
４

２
・
６
４
４
・
１
１
１
１
）

 　
毎
年
１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）

現
在
で
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産

の
内
容
を
、
１
月
　
日
ま
で
に
市

３１

へ
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。
お
済
み
で
な
い
場
合
は
ご
相

談
下
さ
い
。

問
資
産
税
課
償
却
資
産
係
辺辺
７
２

４
・
２
１
１
９

償
却
資
産（
固
定
資
産
税

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）） 襖

鴬
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横

襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

ひとり親家庭等のための
手当・医療費助成制度
ひとり親家庭等のための
手当・医療費助成制度

該当する方は申請を

　
　
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

１８
３
月
　
日
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育

３１

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方

を
対
象
に
、
児
童
扶
養
手
当
及
び

児
童
育
成
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。ま
た
、保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
助
成
す

る
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
制
度
も
あ
り
ま
す
（
各
制
度
と

も
所
得
制
限
等
の
支
給
要
件
有

り
）。
　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
申

請
し
て
下
さ
い
。

　
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方

が
活
用
で
き
る
各
種
制
度
を
紹
介

し
た
「
ひ
と
り
親
家
庭
の
し
お

り
」
を
、
子
ど
も
総
務
課
、
各
市

民
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
。

問
子
ど
も
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
３
返
７
２
４
・
１
１
８
９

 　
法
人
の
場
合
、
事
業
年
度
終
了

の
日
か
ら
２
か
月
以
内
、
個
人
の

場
合
は
事
業
を
行
っ
た
年
の
翌
年

の
３
月
　
日
ま
で
に
申
告
し
て
納

１５

付
し
て
下
さ
い
。

問
資
産
税
課
家
屋
係
辺辺
７
２
４
・

２
１
１
８

町
田
税
務
署
か
ら

申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
作
成
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

　
時
間
利
用
で
き
る
「
確
定
申
告

２４ 事
業
所

事
業
所
税税

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
が
あ
り
ま

す
。
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消

費
税
及
び
贈
与
税
の
確
定
申
告
書

が
簡
単
に
作
成
で
き
便
利
で
す
。

作
成
し
た
申
告
書
は
印
刷
し
て
提

出
で
き
る
ほ
か
、
デ
ー
タ
（
贈
与

税
は
除
く
）
の
ま
ま
ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ

で
申
告
で
き
ま
す
。

問
町
田
税
務
署
辺辺
７
２
８
・
７
２

１
１

　町田市出身の関取・北太樹関
を、みんなで応援しよう。　　
　大阪で行われる大相撲３月場所
は３月１１日が初日です。

スポーツのまち・町田

期
の
農
業
研
修
が
開
始
し
ま
す
。

問
農
業
振
興
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

６
６
返
７
２
４
・
１
１
８
６

応援しよう応援しよう北太樹関北太樹関

ひとり親家庭等のための手当・医療費助成制度
支給月内　容支給要件・その他制度名

請求の翌月分から、
４月に１２～３月分、
８月に４～７月分、
１２月に８～１１月分を
それぞれ支給

１月当たり４万
１５５０円～９８１０円を
支給（２人目は１
月当たり５０００円加
算、３人目以降は
１月当たり３０００円
加算）

次のすべてに該当する方　①１８歳に達する日以
降最初の３月３１日まで（一定の障がいがある場
合は２０歳の誕生月の前月まで）の児童を養育し
ているひとり親家庭、または父か母が重度の障
がいを有する家庭である②公的年金を受けるこ
とができない③児童が施設に入所していない④
保護者及び扶養義務者が所得限度額を超えてい
ない（養育費の８０％は所得に加算）

児童扶養手当（国）

請求の翌月分から、
２月に１０～１月分、
６月に２～５月分、
１０月に６～９月分を
それぞれ支給

児童１人につき１
月当たり１万３５００
円を支給

次のすべてに該当する方　①１８歳に達する日以
降最初の３月３１日までの児童を養育しているひ
とり親家庭、または父か母が重度の障がいを有
する家庭である②児童が施設に入所していない
③保護者が所得限度額を超えていない

児童育成手当（都）

保険診療の自己負
担分を助成（住民
税非課税世帯は自
己負担分を助成、
住民税課税世帯は
１割の負担有り）

次のすべてに該当する方　①１８歳に達する日以
降最初の３月３１日まで（一定の障がいがある場
合は２０歳の誕生日の前日まで）の児童を養育し
ているひとり親家庭、または父か母が重度の障
がいを有する家庭である②生活保護を受けてい
ない③保護者及び扶養義務者が所得限度額を超
えていない（養育費の８０％は所得に加算）

ひとり親家庭等
医療費助成（都）

※各制度ごとに所得限度額は異なりますので、詳細はお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下
さい。

小山田中学校演劇部

古都清乃 原一平 修了式で石阪市長を囲んで記念撮影

 北  太  樹  明  義 
きた たい き あけ よし

（北の湖部屋
・身長１８４㎝・
体重１５０㎏）


